
被保険者または家族（被扶養者）が妊娠4ヶ月（13週）以降の出産をした場合に対象
※早産、死産、流産、人工妊娠中絶（経済的理由によるものも含む）も支給対象

≪時効≫:出産日の翌日から2年

出産育児一時金申請書（非利用者）記入見本

出産育児一時金

出産・死産児数をご記入

ください。

※死産の場合は、妊娠からの週数を

ご記入ください。

ご出産された方が条件に該当する場合のみ、健康保険の名称等をご記入ください。
※同一出産に対して、他の健康保険より出産育児一時金の支給を受けた（受ける予定）の場合は、

ＴＯＴＯ健康保険組合からの支給を受けることはできません。

記号・番号は保険証に

記載されています。

ご出産された医療機関の

名称・住所をご記入ください。

本申請書を送付される前に

添付資料にモレがないか

ご確認の上、☑を行って

ください。
※産科医療補償制度に加入している

分娩機関でご出産された場合、

『産科医療補償制度の対象分娩

です。』との文言が明記されているか

併せてご確認ください。

「医師・助産師による証明」もしくは「市区町村⾧による証明」のいずれかを受けてください。
※死産の場合は、医師・助産師に限って証明を受けてください。

※訂正が必要な場合は、訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容を証明者（医師・助産師・市区町村⾧）より記入してもらってください。

市区町村⾧による証明の場合は、二重線の近くにフルネームの署名または押印が必要です。
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